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１ 業務の概要 

（１）業務名 

令和６年度茨城アフターデスティネーションキャンペーンプロモーション業務 

 

（２）業務内容 

別紙仕様書に定めるとおり。 

 

（３）業務目的 

令和６年秋にいばらき観光キャンペーン推進協議会（以下「協議会」という。）が実施する茨

城アフターデスティネーションキャンペーン※（以下「アフターＤＣ」という。）に向け、アフ

ターＤＣ及び本県観光に関する動画配信の他、ＷＥＢやＳＮＳ、さらにはマスメディア等を活

用したプロモーションを実施し、有効なターゲットに対して茨城の魅力を国内外へ発信するこ

とで、茨城観光のプレゼンスを高め、もって新たな観光需要の獲得を図る。 

 

（４）見積提案上限額（消費税込） 

25,850,000 円  

※１ この金額を超える提案は失格とする。 

※２ 金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもの 

である。 

 

（５）履行期間 

契約締結日から令和７年１月 31 日（金）まで 

 

２ 事務局 

いばらき観光キャンペーン推進協議会事務局（茨城県営業戦略部観光戦略課）  

   〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

  電 話 029-301-3605（直通） 

  メールアドレス ibaraki-dc@pref.ibaraki.lg.jp  

 

３ 選定に係るスケジュール（予定） 

令和６年５月 30 日（木） 公告 

令和６年６月 ５日（水） 質問締切日 

令和６年６月 ６日（木） 質問回答日 

令和６年６月 ７日（金） 参加表明書等締切日 

令和６年６月 14 日（金） 企画提案書等提出締切日 

令和６年６月 中旬       審査会、審査結果通知、仕様調整、見積徴収 

令和５年６月 下旬    契約締結、業務履行開始 
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４ プロポーザル参加方法等 

（１）参加資格要件 

次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１

項の規定に該当していない者であること。 

イ 政令第１６７条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であ

ること。 

ウ 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこ

と。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。 

オ 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１号又は同条第３号に

規定する者でないこと。 

 

（２）参加手続き 

   本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。 

ア 提出期限 

令和６年６月７日（金）午後４時まで（必着） 

イ 提出書類 

（ア）参加表明書（様式第２号） 

（イ）会社概要書（様式第４号） 

（ウ）業務実績書（様式第５号） 

  ウ 提出方法 

    電子メールとする。 

エ 提出先 

「２ 事務局」に記載する宛先。 

 

（３）質問・回答 

本件に関する質問は、質問書（様式第１号）に内容を簡潔に記入の上、以下の内容で行う 

こと。 

ア 期限 

令和６年６月５日（水）正午まで 

イ 質問方法 

質問書（様式第１号）を電子メールに添付し、「２ 事務局」に記載するメールアドレスに

送付すること。 

※電子メール件名の先頭に【茨城アフターＤＣ プロモ】と必ず記載すること。 
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ウ 回答方法 

参加申請書を提出した全ての事業者の担当者に対して、令和６年６月６日（木）（予定）

に質問および回答を電子メールに添付のうえ送付する。複数回に分けて回答する場合もあ

る。 

 

（４）企画提案書等の提出 

企画提案書等の作成にあたり「６ 企画提案書について」を参照の上、以下の内容で提出す

ること。 

ア 提出期限 

   令和６年６月 14 日（金）正午まで 

イ 提出方法 

「２ 事務局」まで提出書類を持参するか郵送（必着）すること。 

ウ 提出書類 

 （ア）審査書類提出書（様式第６号） 

（イ）企画提案書（任意様式） 

（ウ）提案見積書及びその積算根拠（任意様式） 

エ 企画提案書提出部数 

７部（正本１部、副本６部（社名無記名）） 

 

５ 提出書類留意事項 

提出書類については、下記の事項を留意することとする。 

（１）提出された書類の差し替え、再提出は認めない。 

（２）提出された書類は、提案の審査終了後も返却しない。 

（３）提出書類の提出、本企画提案募集への参加に係る費用は、参加者の負担とする。 

（４）提出された書類は、令和６年度茨城アフターデスティネーションキャンペーンプロモーショ

ン業務委託事業者を選定するための資料であり、提出された書類に関する著作権等の主張は

認めない。 

（５）提出書類に虚偽の内容が記載されたとき、または不正行為が判明した場合は、協議会の判断

で失格とする。 

 

６ 企画提案書について 

企画提案書の提案内容は、仕様書他関連資料の内容を踏まえ、作成にあたっては下記の事項に

留意するものとする。 

（１） 企画提案書の内容は、以下の項目に従って作成する。各項目は記載必須項目であり、記入の

無い項目がある場合、失格となる場合がある。 

１ 実施方針 ・本事業に対する基本的な考え方、取組方針 
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２ 企画提案内容 （１） 茨城アフターＤＣ 観光ＰＲ動画制作業務 

（２） インフルエンサーを活用した茨城アフターＤＣ

特別ＰＲ動画制作業務 

インフルエンサーについては、本県観光の誘客促進

に当たって有効に情報発信ができると判断される

者を提案すること。なお、上記要件を満たす者であ

れば、起用するインフルエンサーの出身や出生等、

本県との縁の有無は問わない。 

（３）ＷＥＢやＳＮＳを活用した茨城アフターＤＣ機運

醸成業務 

３ 業務実施体制 

 

・具体的な作業スケジュール、修正依頼から修正完了戻

しまでのスケジュール等。 

・各種業務を実施するにあたっての実施体制（プロジェ 

クトメンバー、各担当者の氏名および役割）。 

４ その他 ・自由提案 

 

（２） 企画提案書の用紙は、日本工業規格Ａ３判またはＡ４判資料とし、任意書式にて作成するこ

と。なお、目次を作成し下部にページ番号をふること。 

（３） ページ数は３０ページ（表紙・裏表紙・目次・図表等は含まない）以下とする。 

（４） パンフレット等の補足資料は別綴じとし、冊子としてまとめるとともに、表紙に資料一覧を

添付すること。（企画提案書のページ数には含まない。） 

（５）提案は各参加者１提案とし、仕様書、その他関連資料の内容を含んだものとすること。 

（６）企画提案書中の文書及び図表は、専門知識を有しない者でも理解できるように分かりやすく

平易な表現とし、難解な専門用語を使わなければならない場合は、必ず注釈を付すこと。 

（７）提案書に記載する内容は、事業者が提案する提案見積費用内で実現できるものであること。 

（８）仕様書等その他関係書類に記載している内容以上に、この業務の目的を達成するための有効

な方法がある場合は、積極的に提案を行うこと。 

 

７ プレゼンテーション 

（１）場所：茨城県庁 １７階会議室 

（２）日程：令和６年６月 18 日（火）（予定） 

  ※場所、日程については、令和６年６月 14 日（金）以降に電子メールで通知する。なお、プレ

ゼンテーションの順番は、事務局において行う抽選で決定する。 
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８ 審査・選定について 

審査・選定にあたっては、以下のとおり行う。 

（１）選定方法 

選定は、下記の前提条件を満たした提案について、５つの評価分類を指標として審査・点数

化し、合計点が最も高い提案者を最優秀提案者とする。 

＜前提条件＞ 

・提案見積価格が提案上限額の範囲内であること。 

 

＜評価分類＞ 

・企画提案評価点 

・提案見積価格評価点 

 

（２）評点と各評価分類の配点 

評点については、１００点満点とし、各評価分類の配点は次のとおりとする。 

合計１００点満点 
企画提案評価点 ９０点 

提案見積価格評価点 １０点 

 

（３）採点方法と評点の算出 

各評価分類の採点方法と評点の算出方法は以下のとおりとする。 

ア 企画提案評価 

評 価 項 目 評 価 基 準 配 点 

① 理解度 業務の目的、内容について十分に理解しているか。 １０点 

② 話題性・独創性・

説得力 

提案内容に話題性・独創性・説得力がみられ、か

つコンセプトが茨城デスティネーションキャンペ

ーンのキャッチコピーやテーマに合致している

か。 

４０点 

③ 具体性・妥当性 事業経費に具体性、妥当性を伴っているか。 ５点 

④ 事業遂行体制 

・制作担当者、役割、人数等の実施体制が事業を

確実、迅速かつ柔軟に遂行できるものとなって

いるか。 

・動画制作、変更及び修正等の作業工程や具体的

なスケジュールが委託者の要望に対し、迅速か

つ柔軟に対応できるものとなっているか。 

３０点 

 ⑤ 総合評価 企画提案から受ける全体的な印象はどうか。 ５点 

合  計 ９０点 
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イ 提案見積価格評価 

令和６年度茨城アフターデスティネーションキャンペーンプロモーション業務委託費につ

いて、次の計算式にあてはめて算出する。（小数点以下第２位を四捨五入する。） 

１０点 × １ −提案見積額（税込）

提案見積上限額
 

 

（４）審査結果の送付 

令和６年６月 19 日（水）以降に全ての者に審査結果通知書により通知する。 

 

９ 失格 

本企画提案募集に参加した者が、以下のいずれかに該当したときは、審査委員会において審査

の上、当該参加者が行った提案を無効とする。 

（１）提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、企画提案実施要領等に定めた提出方

法及び提出期限を守らなかった場合 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

（３）正当な理由なく提出書類を提出しなかった場合 

（４）提案見積価格が見積提案上限額を超えた場合 

 

10 契約の締結 

（１）最優秀提案者に選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調の場合は、

次点の者と契約締結の交渉を行う。 

（２）契約交渉にあたっては、参加者が提案した業務内容を尊重するが、本業務の目的達成のため、

本協議会と契約候補者との協議により、契約締結段階での項目の追加、変更、削除を行える

ものとする。従って、契約候補者の決定をもって、企画提案書に記載された全内容を承認す

るものではない。 

（３）契約交渉後に見積を徴し、見積金額が茨城県財務規則第１４６条の規定に準じて作成する予

定価格の制限の範囲内であった場合において、委託契約を締結する。 


